
【森林法第25条第3項】
　法第25条第1項第10号又は11号に係る指定・解除に
　ついては協議しなければならない

監　督　処　分

【森林法38】【森林法35】

環 境 大 臣 協 議

補助金の特例

農林漁業金融公庫資金の融資
の特例

【 参 考 】

保 安 林 制 度 の 体 系

税制上の特例

【租税特別措置法・地方税法等】

指定の解除

【森林法第26～30の2、32、33】
①指定の理由が消滅したとき
②公益上の理由により必要が
　 生じたとき

【農林漁業金融公庫法18】

林政審議会に諮問

保　 安  林

【森林法206～209】

注：【　】は根拠法及び規定条文

指　　　　定

【森林法第25、25の2、27～33】
公益的機能の発揮が特に必要
な森林を指定

保安林機能の強化

損　失　補　償

その他の措置

保安施設事業の実施【森林法41】

施業を実施すべき保安林の特定及び森林所有者
への勧告【森林法39の3～39の7】

【森林法第25条第4項】
　農林水産大臣は、指定・解除をする場合に林政審議会
　に諮問することができる

行 為 制 限

中止命令

造林命令

復旧命令

植栽命令

罰　　　　則

指定施業要件

立木の伐採規制（知事）

【森林法34】

土地の形質変更等の規制（知事）

【森林法34～34の3】

伐採跡地への植栽の義務

【森林法34の4】


